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令和７年５月末現在における休業４日以上（新型コロナウイルス感染症を除く。）の労働災害発生件数は31件となり、前年
同期に比較して16件増加し、建設業の中でも土木工事業及びその他の建設業において大幅に増加しています。
事故の型別で見ると、高所作業箇所からの「墜落・転落」災害が７件（22.6％）と最も多く、次いで通路等
での「転倒」災害が６件（19.4％）、「はさまれ・巻き込まれ」災害が５件（16.1％）と続いています。
「墜落・転落」災害や「転倒」災害等を防止するため、あらためて墜落防止対策、転倒災害防止対策の

周知徹底をお願いします。
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9 1,496 3 475 2 580 5 449 -131 -22.6% 1 148 3 164 16 10.8%
うち新型コロナを除く 9 1,064 3 399 2 396 5 418 22 5.6% 1 134 3 156 22 16.4%
うち新型コロナによる 432 76 184 31 -153 -83.2% 14 8 -6 -42.9%

１ 2 191 59 73 76 3 4.1% 18 17 -1 -5.6%
２ 5 4 -4 -100.0% 0 #DIV/0!
３ 6 180 3 60 2 56 3 76 20 35.7% 1 15 3 31 16 106.7%

 土木工事業 2 54 1 9 20 3 32 12 60.0% 1 3 9 8 800.0%
 建築工事業 4 93 2 40 2 29 29 0 0.0% 1 13 13 0 0.0%
 鉄骨・鉄筋家屋建築 1 18 1 5 1 8 6 -2 -25.0% 1 5 3 -2 -40.0%
 木造家屋建築 1 46 13 12 12 0 0.0% 1 4 3 300.0%

33 11 7 15 8 114.3% 1 9 8 800.0%
４ 93 54 31 32 1 3.2% 18 19 1 5.6%

５ 1 1 1 3 2 200.0% 1 3 2 200.0%
6-2 31 6 10 10 0 0.0% 2 2 0 0.0%
８ 204 92 67 2 80 13 19.4% 32 31 -1 -3.1%
13 589 126 243 91 -152 -62.6% 32 29 -3 -9.4%
14 62 27 27 20 -7 -25.9% 10 10 0 0.0%

15 40 17 24 29 5 20.8% 9 13 4 44.4%
上記以外の事業 1 100 33 44 32 -12 -27.3% 11 9 -2 -18.2%

 商業
 保健衛生業
 接客娯楽業
 清掃・と畜業

 その他の建設業
 運輸交通業
 貨物取扱業

 林業

前年増減

　　全業種合計

 製造業

 鉱業（鉱安法適用を除く）

 建設業

前年増減

秋田署管内の建設業における労働災害発生件数・事故の型別の状況

令和６年（確定値）及び令和７年（５月末）の労働災害発生状況
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業種別
号 

別 

  職場における熱中症対策の強化
熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正され、令和７年６月１日から施行されました。

近年の気候変動の影響から、夏期における気温の高い日が続く中、ここ数年増加傾向にある熱中症による休業４日以上
の死傷災害が、令和６年には全国で1,195人と調査開始以来最多となりました。特に、死亡災害については、令和４年以降
３年連続で30人以上となっており、労働災害による死亡者数全体の約４％を占める状況にあるなど、その対策が重要となっ
ています。熱中症による死亡災害の原因の多くは、初期症状の放置、対応の遅れによることから、熱中症の重症化を防止
し、死亡災害に至らせないよう、熱中症による健康障害の疑いのある者の早期発見や重篤化を防ぐために事業者が講ずべ
き措置等について、新たな規定が設けられました。

秋田署管内においても令和５年に死亡災害が発生しています。また、直近３年間で148人が熱中症に関する何らかの症状
により医療機関で治療を受けており、特に７月及び８月に多く発症しています。

秋田署管内の熱中症に関連した労災保険支給決定状況

月別
年別

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 合 計

令和４年 ２ 15 ５ ４ 26

令和５年 ２ １ 14（２） 63 13 93

令和６年 ３ ７ 19 29

合 計 ２ ６ 36（２） 87 17 148

職場における熱中症対策の強化（背景）

※（ ）は死亡者で内数



◎事業者が熱中症による健康障害を防止するために講ずるべき体制整備と関係作業者への周知
 事業者は、熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状
を有する場合又は当該作業に従事する者が当該作業に従事する他の者に熱中症が生じた疑いがあることを発見した場合
にその旨を報告させる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知させなければならないこととしたこと。
◎事業者が熱中症による健康障害を防止するために講ずるべき措置の実施手順の作成と関係作業者への周知

 事業者は、熱中症を生ずるおそれのある作業（※）を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体冷
却、必要に応じての医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内
容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及びその手順を周知させなければ
ならないとしたこと。

（※）対象となる「熱中症を生ずるおそれのある作業」とは
WBGT（湿球黒球温度）28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、
継続して１時間以上又は１日あたり４時間を超えて行われることが見込まれるもの。

これまでの職場における熱中症対策
●労働者に与えるために、塩及び飲料水の備え付け（第617条）

改正内容の熱中症対策

●【体制整備】と【関係作業者への周知】（第612条の２ 第１項）
●【手順の作成】と【関係作業者への周知】（第612条の２ 第２項）

☆労働安全衛生規則に基づく熱中症対策

上記の対策にプラスして改正内容の取組を！

☆STOP！熱中症クールワークキャンペーン ☆熱中症予防情報サイト

☆手順の作成例等
 秋田労働局HP ↓

改正内容

事業場で実施すべき熱中症対策

Cool Work AKITA ロゴマーク

※ロゴマークは秋田労働局HPから入手できます。
※熱中症対策への意識向上、対策の推進にご活用ください。

☆職場における熱中症予防🔎
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